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平成２９年度第 1回千葉県環境審議会廃棄物・リサイクル部会 

議事録 

 
日 時：平成 29 年 8 月 21 日（月）       

午後 1 時 30 分から 
場 所：ホテルプラザ菜の花 3 階「菜の花Ⅰ・Ⅱ」   

 
1. 開会 

司会   それでは定刻となりましたので、ただいまから平成 29 年度第 1 回千葉県環境審議会

廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。私は本日の司会を務めます千葉県環境

生活部循環型社会推進課の分部と申します。よろしくお願いいたします。 
はじめに配付資料の確認をさせていただきます。まず「次第」、めくっていただいて

「委員名簿」と「座席表」の 1 枚紙のものがございます。次に、次第の枠に囲まれ

た配付資料がございます。資料 1「千葉県災害廃棄物処理計画（仮称）の策定に当

たっての基本的事項」、資料 2「市町村、関係団体等との意見交換の結果について」、

資料 3－1「千葉県災害廃棄物処理計画（仮称）の構成案」、資料 3－2「千葉県災害

廃棄物処理計画（仮称）の策定に当たっての考え方」、参考資料 1「千葉県災害廃棄

物処理計画（仮称）について（諮問文・付議文 写）」、参考資料 2「千葉県環境審

議会運営規程」、参考資料 3「災害廃棄物処理計画に関する廃棄物処理法等における

根拠規定」、参考資料 4「第 9 次 千葉県廃棄物処理計画（抜粋）」。お手元の資料に

不足等ございませんでしょうか。 
次に、この会議及び会議録は、千葉県環境審議会運営規程第 10 条第 1 項及び第 11
条第 2 項の規定により原則公開となっております。本日の議題を見ますと公正かつ

中立な審議に支障がないものと考えられますので、公開といたしたいと存じますが、

いかがでしょうか。 
 「異議なし」 

ありがとうございます。公開とさせていただきます。なお、今回は傍聴人はござい

ません。 
開会に当たりまして、環境生活部生駒次長から御挨拶を申し上げます。 

 
2. 千葉県環境生活部次長挨拶 

生駒次長 こんにちは。環境生活部次長の生駒でございます。本日はお忙しい中、千葉県環境

審議会廃棄物・リサイクル部会に御出席いただきましてありがとうございます。ま

た、日頃から本県の環境行政につきまして御指導を賜りお礼申し上げます。当部会

は廃棄物処理や資源循環の推進に係る重要な事項について御審議いただくもので、

本日は千葉県災害廃棄物処理計画（仮称）についてお諮りし、御審議いただく予定

としてございます。 
この計画は、平成 27 年 8 月に改正されました廃棄物処理法により非常災害時にお

ける廃棄物の適正な処理等に係る施策について廃棄物処理計画に定めることとされ

たことを受けまして、本年度末を目途に策定することとしたものでございます。本
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県では、県北西部直下地震などの大規模災害の発生が予測されているところであり

まして、大規模災害時の混乱の中で廃棄物を円滑に処理するためには日頃から災害

に備えて体制を整備しておくことが何より重要だと考えております。 
今回は、計画の構成、そして計画の考え方等々について御説明させていただきます。

委員の皆様には忌憚のない御意見、御提案を賜りますようお願い申し上げまして、

私からの挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 
司会 それでは議事に先立ちまして、事務局から当部会の委員の皆様を御紹介いたします。

お手元にお配りしております委員名簿の順に御紹介いたします。初めに部会長でご

ざいますが、千葉工業大学名誉教授の瀧和夫委員でございます。次に、県議会議員

のふじしろ政夫委員でございます。続きまして、学識経験者として早稲田大学理工

学術院教授の香村一夫委員でございます。同じく学識経験者として明星大学理工学

部教授の宮脇健太郎委員でございます。次に、住民の代表として GONET 代表の井

上健治委員でございます。同じく、住民の代表として一般社団法人千葉県環境保全

協議会副会長の河井信明委員でございます。失礼いたしました。名簿に「副会長」

と記載してあるのですが、杉田様は会長になっておりますので、ここでお詫び申し

上げます。同じく、住民の代表として一般社団法人千葉県産業廃棄物協会会長の杉

田昭義委員でございます。なお、渡邉委員におかれましては到着が遅れております。 
続きまして、県関係職員を紹介いたします。生駒次長です。森環境対策監です。入

江循環型社会推進課長です。長谷川廃棄物指導課長です。 
本日は、委員総数 8 名に対し、渡邉委員が遅れて到着される予定ですが、現時点で

7 名の委員の御出席をいただいております。半数以上の委員が出席されております

ので、千葉県行政組織条例第 33 条の規定により、本日の会議は成立しておりますこ

とを御報告いたします。 
それでは、議事に入ります前に瀧部会長より御挨拶をいただきたいと存じます。 

 
3. 廃棄物・リサイクル部会長挨拶 

瀧部会長 改めまして御挨拶をさせていただきます。皆様御多忙の中お集まりいただきまして

ありがとうございます。この会はそんなに頻度が多いわけではありませんが、その

中で充実した会議としていきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたしま

す。 
現在、県の総合計画が進んでおりまして、9 月にはだいたい形ができあがってくる

という状況になっております。そういう中で環境に関する部門も結構大きな形で取

り上げられておりまして、なおかつ今回は一般廃棄物・産業廃棄物も含めた廃棄物

関係もその中に入ってくるという形であります。そのようなことで、森田知事が第

3 期に入っていよいよ千葉県を輝く県にしたいという、そういう知事の意向もあり

ますので、ぜひともこの委員会においてもそれに応えられるような形に持っていけ

ればと思っておりますので、皆様の忌憚のない御意見、知恵を出していただきたい

と思っております。今回は御意見をいただいて、それをまとめて次回、骨子という

形に持っていきたいと思っておりますので、御意見を遠慮ないところで出していた

だきたいと思います。普段お考えいただいておられること、気付かれているところ
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はぜひとも、この際だからということで出していただきたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 
司会 どうもありがとうございました。これより御審議をお願いいたしますが、議事の進

行につきましては千葉県行政組織条例第 33 条の規定により瀧部会長にお願いいた

します。 
 
4. 議事 

千葉県災害廃棄物処理計画（仮称）について 
瀧部会長 それでは、これより千葉県環境審議会廃棄物・リサイクル部会の議事に入りたいと

思います。議事に先立ち、議事録署名人を指名させていただきます。署名人として

宮脇委員、それから河井委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。そ

れではよろしくお願いいたします。 
では、議事に入ります。本日の議題は「千葉県災害廃棄物処理計画（仮称）につい

て」でございます。事務局から説明をよろしくお願いします。 
小泉室長 循環型社会推進課資源循環企画室長の小泉と申します。このたびは資料の送付が遅

くなりまして大変申し訳ございませんでした。この場をお借りしてお詫び申し上げ

ます。それでは着座にて御説明をさせていただきたいと思います。 
まず初めに、本環境審議会への諮問についての御説明をさせていただきます。お手

元に配付してございます「参考資料 1」と右肩に書かれた A4 の資料をご覧いただき

たいと思います。災害廃棄物処理計画の策定につきましては廃棄物処理に係る重要

な事項となることから、本年 7 月 21 日付で知事から千葉県環境審議会宛に千葉県

災害廃棄物処理計画（仮称）について諮問をいたしました。これを受けまして、裏

面をご覧ください。環境審議会運営規程第 5 条の規定によりまして、本部会に付議

をされて審議をお願いするとされたところでございます。 
今後のスケジュールについてですが、本日は資料を用意してございませんが、先ほ

ど瀧部会長からお話がありましたとおり、本日、計画の策定に当たって基本的な事

項とか市町村・関係団体との意見交換等を踏まえまして、計画の構成案とか県の考

え方をお示しさせていただきます。委員の皆様からの御意見をいただきたいと考え

てございます。今後何回か当部会で御審議いただいた上、状況を踏まえながら本年

度末を目途に計画を取りまとめていきたいと考えてございます。 
それでは、計画策定に当たりまして基本的な事項と 5 月に行われました市町村・関

係団体との意見交換会の結果について、まず御説明をさせていただきたいと思いま

す。 
A3 版横のカラー刷りになっております「資料 1」と右肩に書いてある資料をご覧い

ただきたいと思います。3 月の部会で御説明をさせていただいた部分もございます

が、その部分は再度の説明となってしまいますが、御了承いただければと思います。 
1 ページの左、1 つ目としまして災害廃棄物処理に関する現状と課題でございます。

(1)に県のこれまでの取組をまとめさせていただいております。青字で囲ってありま

す○の 1 つ目ですが、平成 13 年に策定しました千葉県震災廃棄物処理計画策定指

針を 17 年 3 月に改定して、市町村に震災廃棄物処理計画の策定を促しております。
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震災廃棄物の円滑かつ適正な処理の推進を図ってきたところでございます。2 つ目

の○でございます。平成 25 年 3 月に策定いたしました千葉県災害廃棄物処理マニ

ュアル策定ガイドラインでは、東日本大震災で約 14 万トンもの災害廃棄物が発生し

て大きな被害が発生してございます。復旧から得られた教訓で、下の(2)でも記載を

させていただいておりますが、災害廃棄物の初期段階で機能、能力が発揮できなか

ったという課題も残っておりまして、主に初期段階における行動に関する簡便なマ

ニュアルを市町村が策定できるようガイドラインを示したところでございます。 
(2)として国の動きをまとめてございます。東日本大震災での教訓としまして、災害

廃棄物の初期段階での対応が機能しなかったこと、それから処理指針を示し、円滑、

迅速な廃棄物処理を促すことができなかったことを踏まえまして、緑色の囲みの中

のとおり、関連法案や指針の整備を図ってきたところです。○の 1 つ目でございま

す。平成 26 年 3 月に策定した災害廃棄物対策指針では、都道府県や市町村の災害

廃棄物処理計画作成のための指針としまして、事前の備えから災害発生時の初動、

復旧時まで切れ目のない対応や広域的な協力体制の整備などを示しております。ま

た、2 つ目の○でございます。27 年 8 月に改正廃棄物処理法が施行されまして、非

常災害時における廃棄物の適正処理に関する事項等について都道府県の廃棄物処理

計画に定めることとされました。併せまして、改正災害対策基本法では一定の要件

で国が災害廃棄物の代行処理を行えることの規定が追加になってございます。3 つ

目の○でございます。大規模災害時における災害廃棄物対策行動指針ですが、これ

らの考え方に基づきまして、大規模災害時において災害廃棄物処理に係る関係者が

担うべき役割や責任を明らかにしまして、連携協力体制を構築することとして整備

されてございます。 
続きまして（3）課題としましては、災害廃棄物処理に係る県の基本的な考えや役割

を示す必要があること。災害廃棄物の円滑かつ適正な処理が図られるよう事前の備

えが必要であること。国、県、市町村、関係団体との相互協力体制の整備が必要で

あること。先ほど御説明しました災害廃棄物対策指針を踏まえた計画がほとんどの

市町村で未策定であることが挙げられております。 
続きまして右の図に移ります。策定の背景でございます。（1）位置付けは左の方で

御説明したとおりで、「県」と書かれました真ん中の所に赤字二重線で囲った部分が、

今回審議をお願いしてございます「災害廃棄物処理計画（仮称）」の位置付けとなり

ます。上に黄色で示してありますが、災害廃棄物対策に関する一部の機能を持って

矢印が下りてきています。4 つ目の赤で囲った部分、国が策定した「災害廃棄物対

策指針」を踏まえた計画、それから県の中の黄色の所、「千葉県地域防災計画」を踏

まえたものとなります。それから下の青色が廃棄物処理対策の構成になっておりま

すが、法体系を受けてこの審議会で御審議いただいた廃棄物処理計画を踏まえた位

置付けとして、この計画を作っていくということでございます。相互矢印がありま

すが、市町村は県の災害廃棄物処理計画と整合した計画を策定することとしており

ます。 
続きまして(2)計画の基本的な考え方でございます。5 つございますが、非常災害時
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であってもできる限り効率的に廃棄物を分別して、中間処理、再生利用等によって

減量化した上で最終処分量を低減する。平時の備えから、初動、応急対策、復旧・

復興まで切れ目のない対策が必要となっております。災害廃棄物は一般廃棄物に該

当するので処理責任は市町村にあります。市町村が対応しきれない場合など、必要

に応じて県は市町村からの委託を受けて処理を代行する場合があります。災害廃棄

物の性状は建設廃棄物に類似し、市町村が保有する施設だけでは処理できない可能

性が高いので、産業廃棄物処理業者など民間事業者の協力が欠かせません。また、

短期間に大量に発生しますので、処理には広域的な対応も必要となっています。 
2 ページをご覧ください。(3)対象とする災害でございます。災害廃棄物の量が市町

村の処理能力を超えて県が支援する必要があるもので、近い将来、県に大きな影響

を及ぼす可能性がある地震・津波による被害を想定してございます。対象とする災

害として主なものとしまして、過去に防災部局が実施した調査をベースに千葉県北

西部直下地震、房総半島東方沖日本海溝沿い地震、三浦半島断層群による地震の 3
つを想定して、災害廃棄物等の推計を行っております。このうち、真ん中の房総半

島東方沖日本海溝沿い地震は地震による影響ではなく津波による影響を想定してご

ざいます。 
(4)に災害廃棄物発生のタイムラインをお示ししてございます。今後起こりうる災害

の発生に備えまして災害廃棄物処理計画を策定して、事前の備えとするというのが

上の青い囲みの中でございます。「発災」と書かれました赤の部分がございますが、

発災後に被害状況の把握、発生量、処理方法の検討など、それぞれ左に書いてござ

います時系列を基に整理して計画としてまとめていきたいということでございます。

詳細につきましては、後段の方に記載してございます。ここはイメージということ

で載せさせていただいております。 
続きまして右の 3、昨年度実施しました基礎調査の結果について御説明をさせてい

ただきます。先ほど左の(3)の表に記載しました 3 つの災害を基本としまして、それ

ぞれ災害廃棄物の発生量、仮置場の面積、処理能力、運搬車両の台数等を推計して

ございます。まず(1)ゾーンにつきましては、結果をわかりやすくまとめるというこ

とで例としまして、千葉県防災支援ネットワーク基本計画における支援ゾーンの考

え方を参考に取りまとめました。大きく都市型災害、沿岸部地震・津波、半島南部、

広域ゾーンという 4 つに区分しております。 
続きまして(2)災害廃棄物の発生量の推計方法につきましては、それぞれのゾーンで

建物の特性が違っているということでございます。1 棟当たりの延床面積を反映す

る手法として検討させていただきました。グラフに示しておりますが、大規模マン

ションが多いゾーンでは 1 棟当たりの延床面積が大きいということで赤線のグラフ

になっておりますが、そういうところを反映して推計に用いてございます。 
(3)災害廃棄物発生量の推計結果でございます。ここは、災害廃棄物の発生量が最大

と予測されます冬の 18 時で風速 8－9m という時の最大のケースを用いまして推計

をした結果でございます。千葉県北西部直下地震では、発生量が約 702 万 t、量と

しまして 1,074 万㎥、必要となる仮置場の面積として 215 万㎡。下の房総半島東方



 

 6 / 25 
 

沖日本海溝沿い地震では同じく 125 万 t、108 万㎥、仮置場の面積として 22 万㎡、

一番下の三浦半島断層群による地震につきましては、それぞれ 46 万 t、約 80 万㎥、

それから仮置場の面積としまして 16 万㎡となっております。千葉県北西部直下地震

の発生量、702 万 t でございますが、平成 27 年の県全体のごみの総排出量が 212
万 t でございますので、おおむね 3.3 倍という規模感になってございます。 
続きまして 3 ページをご覧ください。推計した結果をそれぞれのゾーン別に集計し

た表を(4)に記載させていただきました。北西部直下地震では震源に近い東葛・葛南、

千葉中央、市原・木更津の発生量が多いということでございます。真ん中の房総半

島東方沖日本海溝沿い地震は津波の影響を受けます長生・夷隅、海匝・山武、館山・

鴨川・勝浦の発生量が多くなっております。一番右の三浦半島断層群による地震で

も 1 番と同じように震源に近い市原・木更津の発生量が多いという推計結果になっ

ております。 
(5)では発生した災害廃棄物の割合を表しました。右の上の円グラフをご覧ください。

左と右が地震を想定した災害廃棄物の発生量でございます。重量につきまして、こ

の場合ですと上のグラフで、がれき類が北西部地震では 422 万 t、三浦半島断層群

では 24 万 9,000t ということで、割合としましては 50％～60％の間となっておりま

す。津波が中心となります真ん中の房総半島東方沖日本海溝沿い地震につきまして

は、緑色の津波堆積物が 78％程度ということで重量ベースでは一番多いという形に

なっております。下のグラフでは、比重等の関係から、体積ベースでは木くずとか

不燃とか可燃が増えてきますのでシェアとしては増えてきているような形になりま

す。オレンジ色の不燃は、地震関係であれば右と左ですが、体積としては増えてく

るという状況でございます。 
(6）仮置場の必要面積でございます。この体積ベースから、推計条件をオレンジ色

で囲んでありますが、この条件を基に推計をいたしました。四角の中の囲いですが、

発災から 1 年で 1 次仮置場、1 次から 2 次仮置場に 2 年、2 次仮置場の処理は 3 年

で行うという前提で、それぞれ高さは 5m、作業スペース 100％という条件で必要な

面積を算定いたしました。1 枚めくっていただきまして 4 ページに、それぞれのゾ

ーンでの必要な 1 次仮置場の面積を算出しております。一番多いところでは千葉県

北西部直下地震で 214 万㎡の 1 次仮置場が必要で、そのうち東葛・葛南で 128 万

8,000 ㎡が必要になるということでございます。 
続きまして(7)に、実際に既存施設を使ってどのぐらいで処理ができるかということ

を計算しております。計算に当たりましては、ここの下の表に書いてあります 3 つ

のシナリオを準備しました。それぞれ低位・中位・高位ですが、簡単に申し上げま

すと、低位では大規模な施設が使えない、厳しい想定。高位は、ほぼ制約なしで処

理ができるという想定。中位はその真ん中ということで、発生量に対する処理の年

数を推計してございます。その結果が右でございます。先ほどの 3 つの想定した地

震ごとにまとめております。こちらの右の方は、市町村の一般廃棄物処理施設を使

って処理した場合のケースでございます。オレンジ色は発生した量のうち焼却が必

要な量をゾーン別に集計しております。緑色は破砕が必要な量と既存の処理施設で
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処理した年数を表しております。おおむねオレンジ色の焼却の方で中位という想定

でしたら約 1 年程度で処理できる見込みがあるということですが、緑色の破砕をす

る場合につきましては市町村の施設ではがれき類を破砕するような大型の破砕機と

か粗大ごみの施設がなかなかないものでして、非常に長期間を有する推計結果とな

りました。 
続きまして 1 枚めくっていただきまして、一般廃棄物処理施設のみで計算したケー

スを①としてまとめております。②としては、同じ災害廃棄物の量を仮に産業廃棄

物処理施設ですべてを処理したケースです。それから、市町村等の一般廃棄物処理

施設と②の産業廃棄物処理施設で同時に処理した場合で年数を計算したところ、焼

却に関しましてはオレンジ色のところは中位で 1 年程度です。緑色の破砕に関しま

しては、産業廃棄物処理施設を使うと中位で 1.7 年、高位で 1 年程度となり、大幅

な処理年数の低減が見込まれるということですので、関係団体との連携、協力をい

ただくことが不可欠なことと考えております。 
(8)処理・再資源化のフローにつきましては、一番発生量が多い北西部直下地震のケ

ースのリサイクル・最終処分等の量をまとめております。先ほど 1 ページの基本的

な考え方でお示ししました、可能な限り埋立処分を低減するということでございま

す。赤色のリサイクル、緑色の再資源化による復興資材の活用を図ることとしまし

て、青色の部分の最終処分量を減らすという形でございます。この結果、約 700 万

t 発生する災害廃棄物のうち 28.9 万 t、4.1％が埋立処分に回るような推計となって

おります。 
(9)災害廃棄物の運搬車両、それから災害廃棄物以外で発生します避難所ごみとか仮

設トイレ等で発生するし尿についての推計を行っております。廃棄物を運搬する場

合に必要な車両につきましては、アで四角の推計条件で計算したところ、1 次仮置

場から 2 次仮置場、まとまったところで運搬する量につきましては充足率が 63％と

いうことで車の方が足りないという結果になっております。これは市町村で所有し

ますパッカー車は、発災後も通常のごみ収集とか運ぶことになりますので、イで推

計しています。これもまた関係団体との連携が必要になってくるかと考えてござい

ます。続きまして、イで通常の生活ごみ、避難生活を送る方とかそれ以外から排出

されます生活ごみに必要なパッカー車につきましては、下の表の一番下にあります

ように過不足は特にございません。こちらの方は従来の台数で足りるという結果に

なってございます。 
続きまして 1 枚めくっていただきまして、し尿処理でございます。し尿処理につき

ましては、それぞれ 1 日後、2 週間後、1 ヶ月後ということで避難所生活を送る、

あとは下水の復旧等を見込んだもので仮設トイレから出るし尿の発生量とか回収を

計算したものでございます。こちらの方、赤字で書いてありますが、2 週間後で既

存のし尿処理施設での受け入れが多少オーバーフローすることと、バキューム車に

つきましては恒常的に少し足りないという結果が出ております。し尿処理施設につ

きましては、もともと施設が減ってきているということがありますので、こういう

ところにつきましては発災しない県外とか広域的な支援が必要になってくるかと考
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えております。 
4 実効性の確保ですが、基礎調査の結果ということではございませんが、この結果

を踏まえて、ここに示しました考え方に沿って計画に記載していきたいと考えてお

ります。今後発生する災害をすべて完璧に想定することは現実的には非常に難しい

ということですので、常に関連する計画の作成とか改定の取組を通じまして、点検・

見直し等を行いながら、この計画に逐次反映していきたいと考えております。 
最後に、5 参考としまして、県と市町村の災害廃棄物処理計画での役割分担、あと

タイムライン、発災後からどう動くかということを詳細に積ませていただいており

ます。 
続きまして、資料 2 をご覧ください。市町村、関係団体等との意見交換の結果とい

うことで、5 月に関係しました市町村、一部事務組合のブロックの代表者、それか

ら県と協定を結んでおります産業廃棄物協会さん、環境保全センターさんと解体工

事業協同組合さん等、関係団体の皆様と意見交換をさせていただいた時の概要につ

いて御説明させていただきます。 
既存施設の活用につきましては、一般廃棄物処理施設での通常の稼働状態、受入品

目、受入制限を検討してくださいということがありました。市町村レベルでは災害

の規模について、小規模とか大規模ということは関係ないという話。それから、県

は事前に使える民間処理施設を調べて、市町村に提示してくださいというお話がご

ざいました。災害廃棄物の処理フローにつきましては、前回杉田委員からもお話を

いただきましたが、電気、水、取付け道路の状況などを検討しておいた方がいいで

すよという話。廃棄物処理法での施設の位置付けを考えてください。実際の処理に

当たって安定型と管理型というものを最終処分についても整理しておいた方がいい

のではないかという御意見。リサイクル率を上げるに当たっての県外処理等の検討。

アスベストの問題。あと、思い出の品とか貴重品は、市町村を通じて住民の方に返

せる場所とか保管方法が必要です。仮置場につきましては、理想としましてはより

広い場所が必要だということ。一番最初に入ってくる道路啓開による廃棄物等では

混廃の状態で入ってくるのですが、なるべく仮置場に入った段階で粗選別できた方

がいいのではないかという御意見。仮置場には生ごみは置かせない方がいいのでは

ないか。鉄板を置くことで土が混じらないので量が減りますというお話。実際に処

理する場合には処理単価が示されていれば迅速な契約につながるのではないか。裏

面に行きますが、し尿処理はパンクするということで、どこで処理するのかの検討

が必要ではないか。併せまして、下水道整備区域ではマンホールトイレとかそうい

う協議が必要ではないか。あとは、支援で証明書等がないと作業しづらい。県への

要望としましては、一概に災害の種類とか規模でくくらないで災害廃棄物が排出さ

れるタイミングなども含めていろいろ検討していただきたい。市町村単独ではなく

て一部事務組合が処理している場合もありますので、そういう検討とか。広報につ

いての要望等がございました。以上簡単ではございますが、資料 1、2 に基づきまし

て現状を御説明させていただきました。 
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瀧部会長 ありがとうございました。だいぶボリュームのある内容を御説明いただきました。

ただいまの事務局の御説明に対して、ここで区切って皆さんの御意見をお伺いした

いと思います。御意見、御質問等ございましたら、お願いします。 
宮脇委員 宮脇でございます。計算関係ですが、推計の件ですけど、資料 1 の 4 ページ、既存

施設の処理能力とか、このあたりは震災で停止してしまう施設の割合などは考えて

いないのではないでしょうか。つまり公称能力だけで割り算して日数を出されてい

るのかどうかを確認させてください。 
小泉室長 宮脇先生からの御質問でございます。資料 1 の 4 ページをご覧ください。そこの左

の下に表として載せてございます。それぞれ低位シナリオ・中位シナリオ・高位シ

ナリオということで 3 つのシナリオを載せております。先生から今お話があったと

ころは、ここの②、③で公称能力ということで、能力で推計したかという御意見だ

と思います。ここに書いてございます、それぞれ破砕とか焼却の大きい施設が止ま

ってしまう場合、大きい施設は動くけれども小さい施設が止まるという想定で計算

してございます。 
ふじしろ委員 資料 1 の 4 ページ 5 ページ目で、破砕による要処理年数というところで低位・

中位・高位とありますが、破砕のところはよく見たら 4 桁、7,457 年、それが 3.5
年とか同時にやった場合にということで。この辺の意味というか。一般廃棄物に災

害廃棄物が入ってしまうので、その量を普通に処理すると 7,000 年かかるという意

味というふうに理解してよろしいのでしょうか。 
小泉室長 ふじしろ委員の御指摘のとおり、一般廃棄物の処理施設、市町村の施設ですので、

例えばがれきの破砕機とか大きいものを処理するような破砕の施設を市町村はあま

り持っていないという状況でございます。逆に、産廃の処理施設では、がれきの破

砕とか、そういう破砕ができるものをお持ちの業者さんもおいでになりますので、

そこの施設を使うことによって処理が進むという御理解をいただければと思います。 
ふじしろ委員 ありがとうございます。もう 1 点ですが、これから資料 3 の方で具体的に議論

していくのでしょうけれども、一番最後のところで基本的な事項のロードマップみ

たいな形で書いてあるのですが、先般の会議の時に今回始まると言ったのですけど

も、南相馬の桜井市長が災害廃棄物としてすぐ処理しようとしたのだけども、なか

なかできないで、ずるずる来ている。最終的には環境省の方で 8,000Bq/kg 以下は

公共事業に使っていいとなった時に、桜井市長は「うちのは 3,000 以下で処理して

いる」という、いろいろな問題が出てきて。確かに原発の立地県ではないのですけ

ども、隣に東海村がございますし、3.11 の経過を見るならば、その辺のごみになっ

た時にはどうするのかという視点がまったく出ていないのですが、それはどこかで

出てくるのですか。 
小泉室長 ただいま委員から御指摘いただいた件につきましては、基本的に処理計画では地震

とか水害とか自然災害から発生して市町村が処理を行う一般廃棄物を対象としてご

ざいます。国が災害廃棄物対策指針を 26 年に作ったと御説明させていただきました。

その中で、特に具体的な処理ということではないのですが、有害物質とか適正処理

が困難な廃棄物の対策という中に放射性物質を含んだ災害廃棄物の取り扱いについ
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ては国の方針に従い処理するという内容が書いてございます。この辺につきまして

も同様な記載を考えていきたいと考えております。 
ふじしろ委員 ということになると、これから議論していく中でそれを最初にぶち込んでしま

うと話がぐじゃぐじゃになってしまうので、そのようにしてどのように処理するか、

処理能力を全部考えて。でも、こういう問題は有害物質の 1 つというか、放射能の

汚染を受けてしまった場合には、これをどうするのかというのは 6 年前に経験して

いるわけで、この 6 年間で。それは何らかの形で、そんな状態になってほしくはな

いけれども、それはやはりぜひ議論してくださいと申しておきます。 
小泉室長 具体的に処理の対応が難しいのは先生の御指摘のとおりだと思いますので、記述と

しては何らかのものが、国の指針の中にもうたってもございますので、そういうも

のを踏まえたことを何らかの形で表したいと思います。 
香村委員 よくまとめられていると思います。ただ、この計算が妥当であるか否かは、私はち

ょっとこれで結論を出すことができない。どういう計算をしたのかわかりませんか

ら。それで、まず基本的なことを教えてください。この 3 つの地震を対象としてい

ますけれども、どうしてこの 3 つの地震を対象としたのか。というのは、関東地震、

いわゆる相模トラフの地震、それを入れなかった理由が何かあるのかどうか。 
小泉室長 これにつきまして、資料 1 の 2 ページをご覧ください。左上の「対象とする災害」

の一番右ですが、原典としまして防災部局が行っております被害想定の調査、これ

を用いまして、近い将来大きな影響を及ぼす可能性がある地震・津波の被害という

形で想定をさせていただいております。 
香村委員 関東地震を考えないというのは、結局東京湾の津波は考えていないということです

ね、この場合。ここもお聞きしたいのですが、資料 1 の 3 の(2)です。災害廃棄物発

生量の推計方法、これは「倒壊」と書いてありますが、いわゆる液状化によって使

えなくなった家とか、そういうものが東京湾岸にはたくさん出てくると思います。

そういうものはどういうジャンルに入っているのかをお聞きしたいと思います。 
小泉室長 ここは、「倒壊」と書いてございますが、代表的なものとして例示させていただいて

おります。中では火災とか倒壊、その辺も含めた量ということでまとめさせていた

だいております。 
香村委員 もう少しよろしいですか。分別処理フローを考える時に、ここでいくつかの地域に

ゾーン分けをしております。これは非常に妥当だと思います。ただ、この時に東京

湾の埋立地は別枠で考えた方がよろしいのではないかと私は考えるのですが、それ

についてはどうお考えでしょうか。 
小泉室長 今回の基礎調査では一律で量を出させていただいております。香村委員の御指摘と

しましては、例えば東京湾側の液状化でそういう置場がなくなるということを考慮

に入れたらという御意見だと承ってよろしいでしょうか。 
香村委員 東京湾岸の埋立地の災害廃棄物の処理は、ほかの所とは違うように考えなければい

けない。建物が壊れるわけではなくて傾いたり、破壊される状態ではなくて傾いて

使えなくなるという状態にほとんどがなってしまうと思います。そういうところを

ある程度考慮に入れなければいけないと考えます。それは、別に東京湾岸だけでは
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なくて、3.11 の時に印西の方でも起こりました、香取の方でも起きました。ですか

ら、やはりそういう地形的なものを考えた災害を少し考慮に入れたものも千葉県で

は必要ではないかと考えます。 
それと、もう 1 点、仮置場とか集積所を造ることを考える時に、ある程度どこに造

るかということを念頭に置いて、この計画を立てられると思いますが、その時に木

材などの仮置場は必ず発火します。そういう点の考慮もされているのかどうか。 
小泉室長 ここにつきましては高さを 5m にしたりとか、置場と置場の間に 2m の幅を取った

りとか、そういうことを考慮して、この置場を推計してございます。資料 1 の 3 ペ

ージをご覧ください。3 ページの右下の推計条件で、黄色で囲んでありますが、上

から 3 つ目「積み上げ高さ 5m」ということで、発火等の原因となりますので 5m
以下の高さにすることと、作業スペースを取るということで広めに造っているとい

う条件で推計させていただいています。 
香村委員 あともう 1 点だけ。ここには出ていませんが、こういう災害の時に必ずボランティ

アが入ってくると思います、災害廃棄物の処理とか。そういう時にボランティアの

方々をどのように交通整理していくか。そういう計画に対しては考えておられます

か。 
小泉室長 このあと資料 3－2 で県の考え方をお示しさせていただきたいと考えております。そ

の中での一例としましては、例えば教育関係とか啓発関係とか、そういうものをい

かに入れていくかというところがあるかと思いますので、そういう中で考えていき

たいと考えております。 
井上委員 これは全体の概要ですので、そこまで行っていないと思いますが、6 ページの実効

性の確保のところに「教育、訓練や地域での取組と連動し、実効性のあるものに高

める」、私はここが一番重要だと思います。地域力、市民力を無視して行政参加もで

きないし、これはこれからいろいろ悩まされていくでしょうし、後ほどもう少し詳

しく質問させてもらいますが、この辺が市町村との意見交換会の時は出なかったの

でしょうか。 
小泉室長 市町村等との意見交換会の時にはそういう御意見等は出ておりません。ただ、啓発

については御意見が出ましたが、連携の話は意見としていただいておりません。 
瀧部会長 たぶんそのあたりは当然だろうというような気持ちで今まで進めてこられたのでは

ないかという気がします。あえて意識的に計画の中に組み込んでいかないといけな

いのではないという御意見だろうと思います。ほかにございますか。 
杉田委員 私どもも産業廃棄物を扱っている業界といたしまして、昨年熊本地震がありまして、

熊本地震の現地に全国の最終処分業者に集まってもらって、そこでいろいろ協会と

行政の方々と意見交換をさせていただきました。私どもにとってみれば、全国の処

分業者がその時は一致協力してどういう形で広域処理ができるのかを検討させても

らっているところです。またあとで熊本県協会がまとめた資料によると、ここにも

書かれているように初期段階は人命救助だと思います。災害ごみは何でも混ざって

出てきてしまうという形で、1 次置場を速やかに市町村がどのように確保するかと

いうことが大切だと思います。1次置場に関しては先ほど言ったように 1週間前後、
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2 週間ぐらいのごみが入ってきてしまうと思いますので、混ざったままという形に

なります。 
2 次置場は、ここに書いてある通り、非常に大切になってくると感じました。熊本

県は、空港のそばに 2 次置場を造っていますが、今年の 12 月ぐらいまでを目処に

選別して、来年 1 月いっぱいで壊して返すという予定だそうです。いろいろ聞いた

話によると、2 次置場の設置の仕方を上手くやると、リサイクル率が上がったり、

最終処分場の延命にもつながったりするところがあると思います。私たちの業界の

人たちが JV を組んで、そこで分別・仕分けをさせて各施設に持っていかせている

という形でした。まず 1 回目廃棄物の搬出は市町村がどうしても間に合わないとい

うことで、全国の特に東北地震で慣れたところにお願いして船で 1 回目を運ばせて

もらった。それで 1 次仮置場のスペースを開けて、2 週間以降の廃棄物を入れてい

たということがありました。 
その意味では、その 1 週間後の荷物が一番危険でもありますし、混ざっていると思

いますので、置場の確保というか、処理先をまず考えて、それ以降はだんだんと分

別が慣れてくると思いますので、初期段階は非常に大切だと思います。 
また、2 次置場は県が関与してやられた方がいいと思います。まず 1 次置場は各市

町村に責任を持ってもらって確保してもらう。2 次置場は県で確保する。また、災

害が起きると道路によっては置場が変わってしまうので、場所をいくつか候補を決

めておいた方がいいと思います。熊本県の場合は空港のすぐそばに大きな仮置場を

造ってありました。パンフレットをもらってきてありますので、あとで見ていただ

ければと思います。熊本県の災害ごみの対応状況について報告をさせていただきま

した。 
それと、初期段階が入っていく際に重要になるのが、働く方々の衛生面です。衛生

面で四季によっても違いますですが、特に夏場になると虫とかがすぐ出てきてしま

います。衛生面については予防接種から始まって、働く人の作業環境が悪いと、健

康問題が発生し、大変なことになると思います。千葉県では旭市ことがありました

が、それ以降他地域で震災がいろいろ起きておりますので、お互い意見交換させて

いただければと思っています。よろしくお願いいたします。 
小泉室長 今いただきました初期段階、2 次仮置場とか、実際に旭の方でも初期段階のところ

の衛生面とか濡れたごみ、そういう話も協会さんからいろいろいただいております。

その辺の情報、知見をいただきながら検討させていただきたいと思います。 
瀧部会長 ほかにございませんか。衛生面というお話が出ましたが、ボランティアの人たちが

時には命を落としている場合もあるわけですね。被災された方の衛生面は当然です

けれども、ボランティアで入ってくる人たち、あるいは仕事として入ってこられる

方々、こういう人たちの労働衛生と言ったらいいのでしょうか、労働時間も含めた

形、そういうものもやはり検討しておく必要があるのではないかと思います。御検

討の中にそういうものも入れておいていただきたいと思います。 



 

 13 / 25 
 

香村委員 これは非常に細かいことですが、房総半島東方沖の時に津波被害を想定していらっ

しゃる。その時に海水に浸かったものと浸かっていないものの処理の仕方はどのよ

うに考えていますか。これは別に考えた方がいいと思いますが。 
小泉室長 3 月の時にも香村先生からそういうお話をいただいていまして、別な処理が必要に

なるのかなと考えております。海水に浸かったものについては、重さとか嫌気性の

話とか、そういうものも入ってくると思いますので、そういうものも踏まえた処理

フローも考えていきたい。 
香村委員 海水に浸かると焼却を簡単にしない方がいいという意見も出ております。それと、

房総の九十九里側はどうかわからないのですが、先ほどの労働衛生に関係してくる

のですけれども、津波堆積物、結局九十九里の海底を巻き上げて津波が襲ってきて、

それから陸上に堆積物が残る。その時に、3.11 の時は釜石の津波堆積物は非常にヘ

ドロが多くて健康被害が考えられた。ほかのところのきれいな海岸沿いの津波堆積

物は健康被害が考えられないのかというと、そうではなくて結局浄化槽などを壊し

て津波が襲ってきて、そこに堆積している。そうするとやはり大腸菌とかそういう

問題が生じてくる可能性があります。ですから、一概に津波堆積物、砂浜だからそ

れほど健康に害がないと考えない方がいいのかもしれない。いわゆる人家が多いと

ころで浄化槽のところの津波堆積物とか、そういうものの中にはずいぶん大腸菌が

入ってくると思いますから、そういうものの処理も局所的ですが、少しは頭の中に

入れられておいた方がいいのかもしれません。 
瀧部会長 ほかにございませんか。私の方から、これは災害廃棄物ということになっています

が、災害が終わったら、今度は修復という形になってきますね。そういうものを見

越した災害処理・修復というものが必要になってくるのではないでしょうか。例え

ばこれが一段落すると、次に今度は新しいまちをつくるとか、そういう方向が出て

くると思います。これは廃棄物処理とは若干異なるかと思いますが、重なる部分は

つないでおいた方がいいのではないかと私は思います。 
もう 1 点は、冷静にこの物事を見ると、1 次処理場とか 2 次処理場とか、そこに集

まってきたものの多くは資源化できるようなものも入ってきているわけですね。で

すので、「処理、処理」という、要するに厄介物を燃やして見えなくするとか、ある

いはどこかに持っていって捨てて見えなくするというような考え方だけではなくて、

資源として使うという次の段階、その段階を見据えた計画の立て方もあるのではな

かろうかと思います。ですので、そのあたりのつなぎの部分をちゃんとつなげられ

るように、先ほど杉田委員が言われたように 2 次仮置場、これもそういう考え方に

つながっていくと思います。「処分する」という言葉ではなくて、もっと良い言葉が

あるかもしれませんので、言葉も含めて御検討いただきたいと思います。 
小泉室長 部会長から 2 点いただきました。まず、将来へのつなぎ方ということで 1 つは復興

資材とか、リサイクルして資材として使うということはつながるところかと思いま

す。具体的にこれをどうつなげるかというのは、今私どもでも計画の中に入れて、

良い言葉が出ませんので、その辺は少し検討させていただきたいと考えます。 
今の同じところですが、資料 1 の 5 ページ、処理の再資源化フローでそれぞれ出た
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廃棄物についての処理フローを載せております。ここで、私どもも基本的には最終

処分を減らすということがございますので、赤字で書いてある「リサイクル」とか

緑色の「復興資材」としてのリサイクルとか、次の時に明確にその部分は、方向と

しては最終処分を減らすということがありますので、そういうつなぎ方を工夫させ

ていただきたいと思います。 
ふじしろ委員 今、部会長がおっしゃった復興資源になっていくのではないかというところで、

さっきも言ったのですが、南相馬で災害があったがれきを防潮堤とかに使いたいと

いった時に、環境省か国交省のどちらかな、それをなかなか許可しなかった。その

あと法的な問題がどのように変化しているのか。ですから、発災したあとに廃棄物

が出てくるのですけども、それを自由に使えるのか使えないのか。法的な問題とし

てはどうなっているのか。もしわかったら教えていただければと思います。 
小泉室長 すいません、事務局としては法的な理由は整理していないので、わかりません。 
河井委員 資料 1 の 6 ページ、4 の実効性の確保で、今回の災害廃棄物処理計画の策定に当た

っての「教育・訓練」で、この計画を踏まえたところで見直しを検討いただくとな

っております。これは、訓練というのは具体的にどの訓練を見直すという考えで、

ここに記載されているのか教えていただければと思います。 
小泉室長 この訓練につきましては例えば市町村で、一例として今、埼玉県では図上訓練を行

っています。私どもの方でどこまでできるかということもあるのですが、市町村に

ももちろん研修とか情報提供するということもございますし、そういうことから得

られるものを反映していくとか。そういうことを考えてございます。 
瀧部会長 大体よろしいでしょうか。では、各委員の方々から出た意見をこの次の機会に反映

できるように事務局の方で整理して、次の機会に出していただきたいと思います。

意見も大体出尽くしたようですので、それでは基本事項と意見交換の結果について、

これはこのあたりで終了したいと思います。 
次に、引き続き、計画の構成案と策定に当たっての考え方についてに移りたいと思

います。事務局から説明をよろしくお願いします。 
小泉室長 引き続きまして資料 3－1、3－2 を交えまして、今後の処理計画の構成案と考え方

について御説明をさせていただきます。まず、A3 横の資料 3－1 をご覧ください。

計画の構成案として頭出しをさせていただいてございます。この頭出しは、先ほど

御説明させていただきました国の対策指針とか他都県市で計画を作っておりますの

で、その辺を参考として作成をさせていただいたところでございます。 
まず、第 1 章「はじめに」で計画の趣旨、目的、基本的な考え方等、それから基本

的な事項としまして対象とする災害とか廃棄物の関係等、今資料 1 で御説明させて

いただいたようなことを記載していきたいと考えております。第 2 章としまして、

災害廃棄物対策としまして事前の備えという観点から、平常時の各主体の行動、情

報収集、協力体制等の調整とか、災害廃棄物への対応ということでそれぞれの推計

の方法、有害廃棄物や処理困難物についての整理、それから生活に伴いまして出る

ごみとか一般ごみ等、処理計画の策定に関するものをまとめた上で、広域的な連携

としまして関東ブロック協議会の取組、周辺都県との連携に関することを記載して
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いきたいと考えてございます。 
第 3 章としまして、実際に発災した後の初動から応急対策、復興までということで、

発災後の実行計画を作るに当たっての事務の流れとか、そういうものについてまと

めさせていただきたいと考えております。右に行きまして、具体的に各主体の行動

とか処理方法、処理の主体、組織の話、処理施設の状況とか、先ほど御意見をいた

だきました住民への啓発。それから、後世に残す記録、ICT とかの新しい技術など

も踏まえていったらどうかというものをここで書かせていただきたいと思っており

ます。第 3 節で、実際に委託をしたり、国・県による処理とか、そういうものにつ

いての内容をここでまとめたいと考えています。 
第 4 章で計画の見直しということで、先ほど資料 1 でもお話がありましたが、状況

とか検証を踏まえての見直し、あと人材育成とか確保ということで、こちらの方は

委員から御意見をいただきましたが、そういうものを第 4 章でまとめさせていただ

きたい。訓練・教育等の話をここで書いていきたいと考えております。 
それから参考としまして、今回資料 1 でお話ししました処理フローのシミュレーシ

ョンというか、推計方法を参考資料に載せさせていただいて、これを参考に市町村

等で実際に発災した時に推計していただくような流れを考えております。 
続きまして資料 3－2 をご覧ください。資料 3－2 は、今簡単に申し上げた構成案を

基にどういうことを記載していくかということで考え方を整理させていただいてお

ります。まず 1 ページ目の「はじめに」、策定に当たっての話で 1 から 4 ですが、

こちらにつきましては先ほどの資料 1 で御説明をさせていただいております。考え

方については資料 1 の記載内容を書かせていただきたいと思います。 
裏面の 2 ページをご覧ください。上の図も先ほど資料 1 で御説明させていただいて

おります。下の図、対象とする災害につきましては、左の部分に囲んでございます

が、熊本地震規模に対応するようなものを想定してございます。それ以上につきま

しては、この規模を上回る場合につきましては、大規模災害としまして広域的な処

理や連携が必要となってきます。そういう観点から、環境省が事務局を務めていま

す関東ブロック協議会とか、そういうものの検討状況をフィードバックしながら逐

次反映していくという考えでございます。これ以上のものにつきましても、県がま

ったく事業を行わないということではございません。連絡調整とかが必要な大規模

の場合にも、県は広域自治体としての事業もございますので、そういう部分で対応

していくという形になります。 
続きまして 3 ページをご覧ください。対象とする廃棄物でございます。震災廃棄物

と水害廃棄物、それぞれ右左に発生状況と特徴を書かせていただいております。震

災廃棄物と水害廃棄物につきましての発生状況としましては突発的に大量に発生す

るということは共通でございますが、水害廃棄物の 2 行目にありますとおり、排出

については発災直後ということで水が引いた時から一斉に、家屋前の路地等で廃棄

物の処理が始まるということで、ここは時間的なスパンが短くなるという特徴がご

ざいます。廃棄物の特徴としましては、左の震災廃棄物ですが、倒壊家屋の解体廃

棄物や家財ということで、一番下にありますコンクリートがら・木くずが多くなっ
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てくる。水害廃棄物につきましては、床上・床下浸水による家財が多いということ

で、先ほど来、香村先生からいただいております水分を含んだり、腐敗しやすいと

いう特徴がございます。災害によって発生する廃棄物の種類としましては、(2)の表

にございますが、不燃性混合物、可燃性混合物、コンクリートがら、津波堆積物、

下から 3 つ目の思い出の品ということで先ほども少しお話しさせていただいており

ます。その他として、腐敗性の廃棄物とかアスベストの関係、PCB、消火器、ボン

ベ等、漁具とか水産系廃棄物も出てくるのかなということで記載しております。 
裏面の 4 ページをご覧ください。これらの災害廃棄物以外にも生活ごみ、生活系の

ごみとか粗大ごみが出たり、避難所からも非難されている方のごみが出てくる。仮

設トイレから排出されるし尿とかも恒常的に出てくるということでございます。4
対象とする業務につきましては、一般的な処理であります収集・運搬とかに加えま

して二次災害の防止、家屋とか事業所の解体・撤去なども含まれてくるということ

で、幅広い業務が対象となる状況でございます。5 処理の主体としましては、先ほ

どの資料 1 の考え方のところに記載させていただいております。そこの中で書いて

なかったことがポツの一番下ですが、災害廃棄物については「国が必要と認めた場

合には、災害対策基本法に基づいて国が処理を行うことができる」と法改正されて

おります。主体としてそれぞれの役割を書かせていただきたいと考えております。 
6 本県の地域特性につきましては、4 ページ、5 ページに人口密集地帯、京葉臨海コ

ンビナートなどの地域の実情や、地形・地勢。5 ページにございますが、人口分布、

産業、行政組織のネットワーク等、そういうものをまとめさせていただきたいと考

えております。 
裏面の 6 ページですが、発生が予想されます災害廃棄物の地域特性を少しまとめた

いと考えております。6 ページは資料 1 でまとめさせていただいております。7 ペ

ージをご覧ください。それぞれのゾーンごとに発生する廃棄物の種類をまとめさせ

ていただいております。上の「都市型大規模災害ゾーン」につきましては建設廃棄

物系のものとか家財関係のものが出るということですが、千葉中央であればコンビ

ナート等の廃棄物。あとは、市原・木更津から館山・鴨川までには例えばですが、

廃船舶とか津波堆積物、漁具とか、そういうものも地域特性として表われてくるの

かなと思っております。家屋とか家財関係以外にもそういうものが特性として表わ

れるのかと考えております。 
続きまして 8 ページをご覧ください。事前の準備としまして、平常時における各主

体の行動について(1)にまとめております。心構えというのでしょうか、役割分担な

どをまとめていきたいと考えております。2 で県の方の組織体制、それから情報収

集、すべき事項をまとめていきたい。協力体制とか協定につきましては、囲みの真

ん中の下にございますが、先ほど市町村、関係団体さんと意見交換会の結果を簡単

に御説明いたしましたが、現行で災害廃棄物処理等に関する協定ということで県と

産業廃棄物協会さん。し尿とか浄化槽汚泥の収集運搬に関しまして県と、し尿の収

集運搬の団体さんであります環境保全センターさん。被災建物解体撤去等に関する

協定ということで県と解体工事業協同組合さん。そういうところと協定を結ばせて
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いただいております。また、市町村と一部事務組合相互で援助細目協定を結んでお

りますので、こういう体制ができているというところでございます。 
続きまして 9 ページをご覧ください。こちらについては、災害廃棄物の処理としま

して基本的事項ということで、基礎調査の結果を運用しながら基本方針とか処理フ

ローとか仮置場の設定等、ここに書いてございますものを記載していきたいと考え

ております。留意すべき廃棄物については、有害物質とか処理困難な漁網やボンベ、

PCB やアスベスト等、そういう廃棄物の対策を記載していきたいと考えております。 
裏面の 10 ページをご覧ください。災害廃棄物以外の、生活に伴います廃棄物を視点

に加えて、まず、市町村の災害廃棄物処理計画の策定について記載した上で、実際

に平時で一般廃棄物処理施設で対処すべき事項、耐震化とか BCP とか、あと仮設ト

イレとか避難所ごみの話を記載していきたいと考えています。それから、県内市町

村で処理能力が足りない時には、関東ブロック協議会の取組、周辺都県との連携に

ついて記載していきたいを第 4 節で記載していきたいと考えております。 
続きまして 11 ページ以降に、今度は実際に発災後の事務の流れについて、初動期と

か応急対応、それから復旧・復興時期ごとの災害対応ということで、先ほど来委員

の皆様から初動期では人命救助が大切だというお話や、道路啓開が必要だといった

お話をここで書いていきたいと考えております。 
このフローに沿って記載して、裏面の 12 ページをご覧いただきたいのですが、実行

計画の策定は実際に被災した市町村が行うことになりますが、県が行う役割などを

ここでうたっていきたいということでございます。発災後に実際に行うような事項、

それから発災直後、13 ページに行って応急対応時、復旧・復興時、それぞれのステ

ージにおける処理に当たっての各主体の役割分担をまとめていきたいと考えており

ます。 
一例でございますが、14 ページに組織体制・指揮命令系統ということで、千葉県の

災害対策本部ができた時の指揮系統を参考に書かせていただきたいと考えておりま

す。 
15 ページ以降では、情報収集・連絡、協力・支援体制、処理施設の状況の把握とか、

そういうことを行うことを記載させていただきたい。裏面の 16 ページには、実際に

発災した後に県や市町村が行う災害廃棄物の対応について量だとか、モニタリング

とか、そういうことをここで記載していきたいと考えております。16 ページの下で

すが、相談窓口ということで発災後、処理に関しまして苦情等もありますので、そ

ういう窓口を作る。 
17 ページでは、先ほど来のお話で伺います啓発とか広報、そういうものをしっかり

行っていく。それと、あとは実際に国との災害廃棄物の処理費用の確認とか、実際

に補助金等をいただいた時に記録が必要だとか、あとは後世に残すような記録とか、

そういうものをここでしっかりとっていきたい。実際に東日本大震災で活用した

ICT の話とか、そういうものを入れていきたいと考えております。第 3 節で特例措

置ということで、通常の市町村の処理だけで対応できない場合については地方自治

法第 252 条の 14 に基づき県に事務委託することができる規定があります。そうい
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うものを記載させていただく。 
裏面の 18 ページで、27 年の廃棄物処理法の改正等で市町村が設置する場合の処理

施設の協議とか、委託を受けた人の届出とか、そういう時の特例措置がございます

ので、そういうものについてもまとめていきたいと考えております。3 は国による

代替処理ということで、改正法に基づいて国が直接処理することができるようにな

りましたので、そういうことを書かせていただきます。補助金についての手続きも

ここにまとめていきたいと考えております。 
最後になりますが、19 ページで計画の見直しということで、防災計画とか国の状況

等、それから訓練とか研修とか、そういうものも踏まえながら、あと PDCA、いろ

いろな話を勘案して計画の見直しをしていく。課題等があれば、書いていきたいと

考えております。人材の育成・確保につきましては、ボランティアという話もいた

だいていますが、○の 2 つ目で災害ボランティアとか県や市町村の退職者等の人材

の確保とかを入れさせていただきたいと考えております。 
20 ページ以降には、先ほどの資料 1 の計算例とか具体的な推計方法とかを記載させ

ていただいております。ここはちょっと量が多いので少し割愛させていただいてお

ります。発生のケースとか、シミュレーションとかも記載させていただいておりま

す。 
29 ページをご覧ください。一例としまして、県域を越えた広域処理の場合には木更

津港等のリサイクルポートがありますので、そこから県外に持っていく場合の可能

性を記載させていただいております。 
裏の 30 ページに、実際にこのエリアで土砂とか木くず、金属くずを取り扱っており

ますので、そこで現状の処理の量を見込んだ場合について、広域処理のために船積

みとか運搬ができるのがどのぐらいかを粗々で計算しているような形でございます。

土砂を中心には 230 万 t ぐらいの広域処理が見込まれるのではないかとか、そうい

う数字を書かせていただいております。 
1 枚めくっていただきまして二次仮置場の考え方として、具体的にその裏面の 32 ペ

ージに保管ヤードや中間プラントヤードとかの配置例とか、もう 1 枚めくっていた

だいた 34 ページに港湾施設等が使えれば、そういうところで配置例も示させていた

だきながら、実態が見えるような形として参考にできるように、結果などをまとめ

ていきたいと考えてございます。以上です。 
瀧部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局の御説明に対して御意見、御質問等あ

りましたらお願いします。 
ふじしろ委員 どうもありがとうございます。2 ページ目で対象とする災害、熊本地震を太字

で囲んであるのですが、この計画は国もかかわる広域連携するようなところまでも

全部含めて、いわゆる大災害が起こった時の、先ほど先生からも御指摘のあった南

海トラフとか、そういう巨大大地震に対する災害の廃棄物処理までも対象にするの

か、しないのか。その辺はどうなのですか。 
小泉室長 まずは四角で囲んであります県でできるレベルのところを計画として抑えますけれ

ども、あとは右で大きい広域的な連携がある場合については、国と連携を含めて、
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どういうところがあるかというところはありますが、そういう意味での調整とかは

あろうかと思っております。すべてが県主体で動くということにはならないと思っ

ております。 
ふじしろ委員 そうしますと、対象とするのはこの辺にかなり限定した形、県が動ける部分を

今作っていくということになる。本当に広域の部分まで含めた形で県がやるところ

はこうだけども、国との関係でも基本的なスタンスを作っておかないと、地震は県

が作った災害しか来ないので、それよりもっと大きい地震が出てきた時にその計画

は作ってないとなってしまうと、これは待ってくれませんので。相談して地震は起

きないので。その辺は考えてください。 
それと、最後の方にあった広域の木更津港のことですが、これは広域連携するとい

うことで、広域連携というのはかなり自治体間、県レベルでしょうけども、可能に

なっているのは計画の中に入っているのですか。具体的にどういう広域協定を結ん

でちゃんと全国に向けて協力体制が取れるように、今ちゃんと入っているのですか。 
小泉室長 2 点いただいております。2 点目の広域連携については資料 3－2 の 10 ページをご

覧ください。広域的な連携としまして、1 番目にありますけれど、環境省の関東地

方事務所が中心になりまして関東ブロック協議会の対策行動計画とか、県の先ほど

の右の部分ですが、そういうところも検討して、私どももメンバーとして入ってい

ますので、そういう部分の状況をここのあたりに入れていくということでございま

す。周辺と県との連携につきましては、全国知事会とか九都県市の話もありますの

で、具体的にここを使うということではなくて、こういうやり方もあるということ

でまとめさせていただいてございます。 
ふじしろ委員 今のところはぜひ、まとめるのではなくて、地震が起きてからお願いねと相談

してもしょうがないので、事前にそれは決めておくべきではないかなと思います。

それから、最後の、さっきも質問したのですが、放射能汚染された廃棄物の問題が、

たぶん 3 ページの「その他」のあたりで扱われるのかな、「海中ごみ」のあたりで入

ってくるのかなと思いますが、これはそのように理解してよろしいですか。 
小泉室長 3 ページのところ、災害によって発生する廃棄物では具体的な話になってしまいま

すので、9 ページをご覧いただきたいのですが、下の 2「留意すべき廃棄物」という

ことで、例えば処理困難な廃棄物の対策とか、具体的にこの廃棄物ということでは

なくて、こういうものも発生します。PCB とかアスベストとか、そういう有害廃棄

物とか処理困難な廃棄物が出てくるという中で触れさせていただく形になろうかと

思っています。 
ふじしろ委員 どうもありがとうございます。その辺のところ、6 年間の経験があるのできっ

ちりやっていかないと同じ間違いを二度起こすということは、これはせっかく計画

を作るのがもったいないと思うので。例えば石巻等々で貯蔵していた冷凍の魚など

の処理にかなり困ってしまった。いったいどう処理していいかわからない。海に捨

ててしまっていいのか、山に持っていっていいのか。環境省とか経産省がどこかに

持っていってはいけないとか、それでいいとか、なかなかはっきりしなかったとい

うことがあるので。その辺も含めて、千葉県は水産業がたくさんありますので、そ
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の水産加工業者から出てきてしまった魚を誰がどこでどう処理するのか。3.11 の時

にはまったくその処理がなかなかできないので、あんなハエだらけという状況が出

てきたので、ぜひその辺の状況をきっちり詰めて。放射能の汚染についても、あっ

ては大変ですけども、ちゃんと書いていただくように要望します。 
宮脇委員 1 ページ目について、これは最終的に計画として出ていくという骨子だと思うので

すが、実際に県が何をやるのかがあまり書けていないというか出ていないというか、

もしくは比較的控えめな感じがしています。特に 3 の基本的な考え方を見ると、結

局一般廃棄物なので市町村が処理をしなければならない。どうしても困ったら、例

えば市町村ができない場合は事務委託を受けて県がやる。それ以上問題が起これば、

国がという、広域もあるという話になってくると思います。実際は県の方は、後ろ

の方で、12 とか 13 のあたりに細かく書かれているように連絡調整とか県全体の体

制づくり、これは発災前と発災後の両方だと思うのです。このあたりが本当はすご

く大事なことで、たぶんおわかりになっているのだと思いますが、表面の 1 枚目を

読んでしまうと何となくそういうことが見えてこない。後ろの方を見ていると、き

ちんと細かな項目には、文章ではなく表の中などにやることが細かく書いてある。

ぜひこのあたりを前の方に書いていただいて、県として積極的に県内の問題に取り

組みますというイメージがつかめるような。やはり連絡調整というのは、確かに自

治体が過去の事例の時もやられていますけれども、やはり県としてどのようなサポ

ートをしていくのかはすごく大事なので、そういう思いがわかるものを（第 1 節の）

3 基本的な考え方に書いてほしいというのが 1 点です。 
それと、先ほど杉田委員からありましたけれど、2 次仮置場の話とかもまたあとで

お話があると思うので、私はしませんけど。このあたりも、この文章ですと、連絡

調整だけというところですけども、市町村依頼がなくても何らかのそういう取組を

する部分なども書いていったらいいのではないかと思っています。 
小泉室長 先生の方でフォローしていただきましてありがとうございます。私たちの方もそう

いう思いは踏まえて作っておりまして。あと資料 2 の方で意見交換の時にも表（お

もて）の 1（既存施設の活用）の○の 3 つ目、「県の役割は『事前に』使える民間処

理施設を調べ整理・市町村へ提示すること」という要望もいただいておりますので、

こういうことを踏まえながら県の役割のところをしっかり書かせていただきたいと

考えております。 
香村委員 ちょっとお聞かせください。1 つは資料 3－1 の（第４章）実効性の確保に向けての

人材の育成・確保です。ここ、いくら素晴らしい計画を立てても動かす人材がいな

くても絵に描いた餅になってしまうということで。どのような研修、最後の方に研

修会とかまとめていますが、これは一般的に今まで言われていたことで、もう少し

千葉県独自の方向が出せないのか。いわゆる災害対応ワーキンググループを、県の

職員と市町村の職員で常に連携を保っているようなものを作っておくとか。そうい

うところを少し考えていただきたい。 
次に、資料 3－2 の 7 ページ、災害廃棄物の地域特性。ここが一番重要なところに

なると思います。というのは、処理計画を策定する上の基本的な事項になってくる
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と思います。その時に地域特性をこのような抽象的な書き方をしている。ここにな

ぜ地域の総面積とか人口密度とか低地ゾーンの面積とか、そういう数値的なものが

入らないのか。それがやはり判断基準になってくると思います。 
それともう 1 点だけ、11 ページの実行計画、これは災害廃棄物対策指針から取った

ものですね。それで、これはあくまでも災害が起こってからのことで書いてある。

でも、今回こういう廃棄物処理計画に基づいて何かをやろうと考えているのだった

ら、この表をもう少し変える必要があるのではないか。上の災害応急対応（初動期、

応急対応「前半」、応急対応「後半」）というような書き方ではなくて、仮置場に関

しては「仮置場の候補地の選定」と書いてありますけれども、これは前もって協議

して決めておくのではないのか。そうすると、この表自体があまり、やっているこ

とと矛盾してきた表現の仕方になってはいないか。これは千葉県独自の、こういう

計画を引用するのではなくて、こういうものを作ってもよろしいのではないかと思

います。 
小泉室長 3 点、委員からいただきました。1 番目です。実効性の確保のところでございます。

災害廃棄物ワーキンググループを作る、そういう体制についてでございますが、資

料 2 で御説明させていただきました、市町村とか関係団体との意見交換につきまし

ては、計画を作る時だけ御意見をいただくということではなくて、これはその後も

計画を作ったあとも開催させていただいて、意見交換をやっていきたいと考えてお

ります。対外的な部分については、そういうことも引き続きやりながら、意見をい

ただきながら、より良いものに作っていくとかを検討していきたいと考えてござい

ます。 
資料 3－2 の 7 ページですが、地域特性を漠として書かせていただいておりまして、

そこで人口分布などという観点もというご意見でございます。この表の中に入れる

かどうかですが、その前の 5 ページに人口分布とか地形、地勢といったものをまず

ここに書かせていただいて、それを踏まえて、こういう特性が出てくるという流れ

で作っております。その辺は流れの中で、先生の御意見を踏まえながら 5 できっち

りと書かせていただくような形になろうかと思っております。 
11 ページでございます。この基本については国の処理対策指針を載せさせていただ

いておりますけれども、例えば資料 1 の 6 ページの右の図に、これは関東事務所が

作ったものですが、このようにわかりやすいものに置き換えていきたいと考えてお

ります。こういうものも参考にしながら、記述はわかりやすいものにしていきたい

と考えております。 
井上委員 市民目線でいろいろ質問させてもらいます。まず、資料 1 の 6 ページの右の表に、

県の「県民への広報」、市町村の「住民への広報」が出てくるのですが、これは処理

が終わってから広報しても全然意味がないような気がします。例えば雪が道路に降

っています。住民は勝手に雪かきをします、自宅前とか。そういう必要性が、この

災害廃棄物でもあるのではないかと思います。まず道路を確保しなければいけない

のですから、住民がまず動くのだと思います。ですから、先ほど教育とか訓練とい

う言葉がありましたが、これは一番嫌な言葉です、住民は。聞きたくないのですよ。
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ですから、育成という言葉に変えてほしいのです。 
何を育成するかというと、先ほどボランティアという話が出ましたが、ボランティ

アは実はすごく迷惑なんですよ、全国から集まって。泊まる所、食べる所、全部用

意しなければいけない。忙しい行政マンは悲鳴を上げてしまう。NPO がやったとこ

ろは成功しているのですけども。ですから、そうではなくて、地域で、近隣のボラ

ンティア、名称まで考えたのですが、「災害廃棄物分別ボランティア（登録）」。これ

を市町村に登録してもらって県で把握する。その方に対していろいろ育成をしてい

く。先ほど危険な廃棄物、アスベストがありましたけど、これもできれば公表して

ほしいのです。ここにどれだけのものがあるよと、危険物ハザードマップをやって。

それを住民が知らずに触った場合は、それこそ 2 次 3 次の災害になっていくと思う

のですよ。どうしても混じってしまうので、少なくともこれはダメだということを

近くのボランティアの方が住民にそれを知らせていく。そういう育成をぜひしてほ

しい。 
災害が起こった初動の時に何をするか。まず住民が動きますので、片付けますので。

先ほど市町村の意見の中で現場で分別が困難という意見もありましたけど、私はあ

る程度は可能だと思います。それのネックになってくるのは、市町村によって分別

が違う。これが一番ネックです。ですから、それも含めてある程度分別して集積所

に持っていくような体制を作れれば、全体で楽になってくるし、初動がスムーズに

いくと思います。これは 1 つの提案です。 
杉田委員 細かい点ですが、3 ページと 9 ページに、PCB、アスベストと書いてあります。今

ちょうど話題になっている水銀はどうしてもこれから片付けていかなければいけな

い問題なので、水銀だけは入れておいた方が良いと感じましたので、検討して下さ

い。 
今回もう少し具体的にうたって頂きたいのは、ここにもありますが、し尿と浄化槽

の汚泥、これは別のたぐいでくくった方が良いと思います。これらは分けてもらわ

ないと、知らないから仮置場に持ってこられても困ってしまいますので、し尿はし

尿、汚泥は汚泥で分けた方が良いのではないかと思います。 
それと、先ほど出ていました置場ですが、2 次置場は私自身、県がやる、やった方

が良いと思います。現に旭市さんの例を見ても、てんてこ舞いになって、それを考

えていられる人がいなくなりますし、私たちも協会に OB を 1 人入れて協力体制を

とらせていただきました。私たち協会も、平時の人員では対応が無理だと思います

ので、ここにも書いてありましたが、OB を使うとありましたけど、それが一番大

切だと思いますので、慣れた方に入っていただいて物事をやってくれるとスムーズ

に進むという感じがしました。 
細かいことを言いますと、各市町村によって許可自体が、権限を持っていますので、

その整理に非常に時間がかかってしまう。平時からそういう時にはこうやろうとい

う形を決めておいていただければスムーズにいくと思いますし、そういう連絡者を、

担当者を役割分担でちゃんと決めておいた方が良いと思います。行政から私たちや

協会に連絡者と担当者、役割を決めてくれということを発令された方が良いと思い
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ますし、2 次置場は県がやると言ってくれた方が安心すると思いますので、検討し

ていただければと思います。 
あと、先ほど出ていました海のリサイクルポート、これは大切なことだと思います

が、これも出す所をいくつか考えておかなければおけないことなので、ここに持っ

てきておいても出す所がなければ何の意味がなくなってしまう。あと、東北では鉄

道と船の両方を使いましたので、その鉄道の分も考えられるのかどうかも含めてや

られておいた方が良い。これも、どちらかというと持ち出すことを想定しています。

その予定を検討していただければと思います。あと、また細かい点に関しては気が

ついた点を相談させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
宮脇委員 先ほどに関連するのですが、14 ページに図が書いてあって、連絡指揮系統とありま

す。まだ案の初めの方だからということもあると思いますが、本来この図の場合、

災害廃棄物の計画なので一番下の「市町村支援担当」と「市町村」と「関係団体」、

先ほど言いました民間の業者さんと一緒になって処理していかなければいけないの

で、このあたりが非常にシンプルすぎて、実際はこれではできないだろうなと思わ

れます。この中に入れ込むと図が大きくなるので、ここら辺は別出しでもっと細か

くやっていただいたらいいかなと思っています。 
先ほど杉田委員からもあったと思いますが、結局誰がどの窓口でということがまっ

たくわからないと、例えば A 市さんに県が、B 市さんに県がという時に、それぞれ

の市町村だと実際に担当している具体的な名称自体が何々課という、課の名前すら

違っている。似ている課だけれど、市によってはやっている内容が実は違うという

ことがある。これは平時の段階で県内の市町村と十分に調整されたらいいのではな

いかと思っています。例えば情報収集で県が全体の被災状況から災害廃棄物を推定

しなければいけないといったら、市町村の中でどこの課がそれをやるのかを決めて

もらう。それを県のどこに連絡というのは確実にしておくといいのではないかな。

そういう連絡網はこの計画に載せるほどではないにしても、そういうものが事前に

できていることが望ましいかと思っています。民間の協定の話も、先ほど杉田委員

からもお話があったようなことですが、事前に協定をして協会と連携してとなるの

ですが、このあたりも実際、本当にそういう災害が起きた時にというのは、それぞ

れの部署、それぞれの企業でも平常時ではないので連絡がうまくつかないというこ

ともありうるので、十分に事前に調整するような、これは発災前の話ですけど、そ

ういうことができるといいと思っています。 
この図の中がもうちょっと細かい方がいいなということと、窓口がきちんとしてい

ることが事前にできていた方がいいのではないかというところです。 
小泉室長 ありがとうございます。今いただいた御意見ですが、ちょっと補足をさせていただ

きたいと思います。8 ページをご覧ください。8 ページの下の 3、協力体制・協定と

いうことで、先ほど協定の話だけ御説明させていただいて説明を飛ばしてしまって

申し訳ありません。ここの○で「平常時において、県が行う協力・支援体制」で市

町村の連絡窓口、処理施設の状況、連絡とか、この辺をきちんとやっていきたいと

考えてございます。 
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図につきまして、ぶら下がった所がわかりにくいという点は、今の当課で敷いてい

る体制をそのまま載せさせていただいております。 
宮脇委員 言い忘れていたことで、先ほど井上委員から訓練という言葉は市民の方にはちょっ

とという話で、さっきの説明が両方ごっちゃになっていたと思います。私としては、

県と市、公務員の方々がきちんとやる訓練は訓練だと思うのですね。それはきれい

に分けてもらって、何となくぼんやりして人材というのはボランティアベース、住

民ベース、市民ベース、県民ベースの話と、県と各市町村がやるところは項目をす

っきり分けた方がいいと思っています。だから、この「協力体制」のあたりで、県

と市の連絡調整の、これは訓練だと思うので、訓練をきちんとやっていることを明

記しておくといいのではないか。明記というよりは実際にやってほしいということ

でございます。コメントだけでした。 
井上委員 先ほど言い忘れたのですが、市民はこういう計画があることを知りません。ですか

ら、概要版で結構ですので、県がこういうことを考えている、市町村はこういうこ

とを考えている、こう処理をしますよということを、「防災の日」でも何でもいいで

すからどんどん PR してほしいのですね。そういうふうに抱き込まないと、やはり

これは何なのみたいな感じがありますので、ぜひその辺をうまく PR していただい

て、たぶんこれから市町村がこういう計画を作っていくと思いますが、その市町村

に火をつけるような感じで、飛び越して住民にやれば、市町村もやらざるを得ない

と思います。これはものすごく大事なことなので、600 万県民を含めて一緒にやっ

てほしいと思います。 
瀧部会長 よろしいでしょうか。私から、先ほど 7 ページの災害廃棄物の地域特性、これが何

となくペロっとした感じがするというお話を伺いましたが、慣れていない人からす

ると読むのではなくて見てわかるような書き方がよろしいのではないかと思います。

ですから、少なくとも 7 ページのような形で 4 ページ 5 ページが描かれていると、

右から左に見えてくるのではないかという気がします。もし 7 ページのような形で

やるのならば、この区分けは全部その前の形で区分けしてそれぞれの地域特性を書

けばわかってくるのではないかという感じがします。御検討いただければと思いま

す。 
だいたい御意見ご要望等は出尽くしましたでしょうか。あと、次回は、本日までの

御意見等を踏まえて最終的なというか、完成品に向けて作業を進めていくというこ

とになりますが、事務局はもっと、良い意味で要望するようなことはございますか。 
小泉室長 御審議、ありがとうございました。今御意見をいただきましたけれども、追加で御

意見等がございましたら、2 週間後、9 月 4 日を目処に事務局までメールなどで御

連絡いただければと思います。いただいた御意見等を踏まえましてまとめさせてい

ただきたいと考えております。 
司会 申し訳ございません。渡邉委員につきましては都合により欠席になりましたので、

こちらの御意見もきちんと伺わせていただきます。以上報告させていただきます。 
瀧部会長 各委員の方の御意見もとりあえずは出尽くしたようですので、この辺で本日の委員

会を閉めさせていただきたいと思います。この後、言い忘れた、もっと重要なこと
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があったということがありましたら、9 月 4 日までに事務局の方に。これについて

は改めてメールか何かで出ますね、「9 月 4 日までに出してください」という。 
小泉室長 事務局からメール等で御意見等をいただければということで送らせていただきます。 
瀧部会長 ということですので、ひとつよろしくお願いいたします。本日は、このあたりでこ

の委員会を閉めたいと思います。どうもありがとうございました。あとは事務局に

お渡しします。 
 

5. 閉会 
司会 長時間の御審議ありがとうございました。以上をもちまして千葉県環境審議会廃棄

物・リサイクル部会を終了いたします。どうもありがとうございました。 
 


